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(57)【要約】
【課題】  電圧印加のために外部電源と第１，第２電極
とを電気的に接続する配線部として、抵抗率の低い金属
材料を用いる場合であっても、接着剤を十分に硬化させ
封止部材と支持基板とを気密的に配設することが可能な
有機ＥＬパネル及びその製造方法を提供する。
【解決手段】  有機ＥＬパネル１は、抵抗率の低い金属
材料からなり第１，第２電極（透明電極，背面電極）
３，６と外部電源とをそれぞれ電気的に接続する配線部
（第１の配線部，第２の配線部）８ａ，８ｂを備える。
配線部（第１の配線部，第２の配線部）８ａ，８ｂの接
着剤９と対向する領域に形成され接着剤９に照射される
光を接着剤９へ導く導入部８ｃ，８ｄを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  少なくとも発光層を有する有機層を第１
電極と第２電極とで挟持した積層体を透光性の支持基板
上に配設し、前記積層体を気密的に覆うように光反応性
接着剤を介して前記支持基板に封止部材を配設してなる
有機ＥＬパネルであって、抵抗率の低い金属材料からな
り前記第１，第２電極と外部電源とをそれぞれ電気的に
接続する配線部と、この配線部の前記接着剤と対向する
領域に形成され前記接着剤に照射される光を前記接着剤
へ導く導入部と、を備えてなることを特徴とする有機Ｅ
Ｌパネル。
【請求項２】  少なくとも発光層を有する有機層を第１
電極と第２電極とで挟持した積層体を透光性の支持基板
上に配設し、前記積層体を気密的に覆うように光反応性
接着剤を介して前記支持基板に封止部材を配設してなる
有機ＥＬパネルであって、透光性の導電材料からなるベ
ース部上に抵抗率の低い金属材料からなる金属層を形成
することにより前記第１，第２電極と外部電源とをそれ
ぞれ電気的に接続する配線部と、この配線部の前記接着
剤と対向する領域に形成され前記接着剤に照射される光
を前記接着剤へ導く導入部と、を備えてなることを特徴
とする有機ＥＬパネル。
【請求項３】  前記導入部は、少なくとも１つ以上の開
口部を有するスリット部からなることを特徴とする請求
項１または請求項２の何れかに記載の有機ＥＬパネル。
【請求項４】  透光性の支持基板上に抵抗率の低い金属
材料からなる第１，第２の配線部を形成する工程と、前
記第１，第２の配線部に前記支持基板方向から照射され
る光を導入する導入部を形成する工程と、前記支持基板
上に前記第１の配線部と電気的に接続される第１電極及
び少なくとも発光層を有する有機層及び前記第２の配線
部と電気的に接続される第２電極を順次積層形成する工
程と、前記支持基板及び前記導入部上に前記有機層を封
止する封止部材を光反応性接着剤を介して配設する工程
と、光を照射することで前記接着剤を硬化させて前記封
止部材を気密的に配設する工程と、を有することを特徴
とする有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項５】  透光性の支持基板上に透光性の導電材料
からなる第１電極及び第１，第２のベース部を形成する
工程と、前記第１，第２のベース部上に抵抗率の低い金
属材料からなる第１，第２の金属層を形成して第１，第
２の配線部を形成する工程と、前記第１，第２の金属層
に前記支持基板方向から照射される光を導入する導入部
を形成する工程と、前記第１電極上に少なくとも発光層
を有する有機層及び前記第２の配線部と電気的に接続さ
れる第２電極を順次積層形成する工程と、前記支持基板
及び前記導入部上に前記有機層を封止する封止部材を光
反応性接着剤を介して配設する工程と、光を照射するこ
とで前記接着剤を硬化させて前記封止部材を気密的に配
設する工程と、を有することを特徴とする有機ＥＬパネ
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ルの製造方法。
【請求項６】  前記導入部を形成する工程として、少な
くとも１つ以上の開口部を有するスリット部を設ける工
程を有することを特徴とする請求項４または請求項５の
何れかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機ＥＬ（エレク
トロルミネッセンス）パネルに関し、特に電極と外部電
源とを電気的に接続する配線部に抵抗率の低い金属材料
を用いてなる有機ＥＬパネル及びその製造方法に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬパネルと
しては、ガラス材料からなる透光性の支持基板上に、陽
極となるＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ  Ｔｉｎ  Ｏｘｉｄｅ）
等からなる透明電極と、正孔注入層，正孔輸送層，発光
層及び電子輸送層等からなる有機層と、陰極となるアル
ミニウム（Ａｌ）等からなる非透光性の背面電極と、を
順次積層形成して構成されるものが知られており、前記
透明電極と前記背面電極との間に、数十ボルトの直流電
源を電気的に接続して両電極間に電流を供給することに
より、前記有機層が発光して、その発光を前記支持基板
を通して外部へ照射するものであり、その発光部は、前
記透明電極のパターンにより定めるのが一般的である。
【０００３】ところで、斯かる有機ＥＬパネルにおいて
前記透明電極は、ＩＴＯ等の透過率が高い導電材料が用
いられるが、このような材料は比較的抵抗率が高いため
に、外部電源と前記第１，第２電極とをそれぞれ電気的
に接続する配線部に用いた場合、配線途中で電圧降下現
象が生じてしまい、これを補うために駆動電圧が高くな
るという問題があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】このような問題を解決
するものとして、例えば特開平１３－１５２６８号公報
に開示されるものが知られており、透明導電材料からな
る陽極は表示にかかる形状の表示部と電圧印加のための
端子部とを有し、前記両部間に抵抗率の低い金属材料か
らなる金属層（補助通電層）を形成することを特徴とす
る。
【０００５】しかしながら、斯かる構成の有機ＥＬパネ
ルにおいては、支持基板上に形成される有機層の劣化を
防止するために、例えばガラス材料からなる封止部材を
例えば紫外線硬化性樹脂からなる接着剤を介して前記支
持基板に気密的に配設するために紫外線を前記接着剤に
照射する際に、前記金属層が前記紫外線を遮断し、前記
金属層と対向する領域にある前記接着剤が十分に硬化せ
ず、前記封止部材と前記支持基板との気密性が低下する
という問題があった。
【０００６】本発明は、このような問題に鑑み、電圧印
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加のために外部電源と第１，第２電極とを電気的に接続
する配線部として抵抗率の低い金属材料を用いる場合で
あっても、接着剤を十分に硬化させ、封止部材と支持基
板とを気密的に配設することが可能な有機ＥＬパネル及
びその製造方法を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明は、前記課題を解
決するために、少なくとも発光層を有する有機層を第１
電極と第２電極とで挟持した積層体を透光性の支持基板
上に配設し、前記積層体を気密的に覆うように光反応性
接着剤を介して前記支持基板に封止部材を配設してなる
有機ＥＬパネルであって、抵抗率の低い金属材料からな
り前記第１，第２電極と外部電源とをそれぞれ電気的に
接続する配線部と、この配線部の前記接着剤と対向する
領域に形成され前記接着剤に照射される光を前記接着剤
へ導く導入部と、を備えてなることを特徴とする。
【０００８】また、少なくとも発光層を有する有機層を
第１電極と第２電極とで挟持した積層体を透光性の支持
基板上に配設し、前記積層体を気密的に覆うように光反
応性接着剤を介して前記支持基板に封止部材を配設して
なる有機ＥＬパネルであって、透光性の導電材料からな
るベース部上に抵抗率の低い金属材料からなる金属層を
形成することにより前記第１，第２電極と外部電源とを
それぞれ電気的に接続する配線部と、この配線部の前記
接着剤と対向する領域に形成され前記接着剤に照射され
る光を前記接着剤へ導く導入部と、を備えてなることを
特徴とする。
【０００９】また、前記導入部は、少なくとも１つ以上
の開口部を有するスリット部からなることを特徴とす
る。
【００１０】また、透光性の支持基板上に抵抗率の低い
金属材料からなる第１，第２の配線部を形成する工程
と、前記第１，第２の配線部に前記支持基板方向から照
射される光を導入する導入部を形成する工程と、前記支
持基板上に前記第１の配線部と電気的に接続される第１
電極及び少なくとも発光層を有する有機層及び前記第２
の配線部と電気的に接続される第２電極を順次積層形成
する工程と、前記支持基板及び前記導入部上に前記有機
層を封止する封止部材を光反応性接着剤を介して配設す
る工程と、光を照射することで前記接着剤を硬化させて
前記封止部材を気密的に配設する工程と、を有すること
を特徴とする。
【００１１】また、透光性の支持基板上に透光性の導電
材料からなる第１電極及び第１，第２のベース部を形成
する工程と、前記第１，第２のベース部上に抵抗率の低
い金属材料からなる第１，第２の金属層を形成して第
１，第２の配線部を形成する工程と、前記第１，第２の
金属層に前記支持基板方向から照射される光を導入する
導入部を形成する工程と、前記第１電極上に少なくとも
発光層を有する有機層及び前記第２の配線部と電気的に
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接続される第２電極を順次積層形成する工程と、前記支
持基板及び前記導入部上に前記有機層を封止する封止部
材を光反応性接着剤を介して配設する工程と、光を照射
することで前記接着剤を硬化させて前記封止部材を気密
的に配設する工程と、を有することを特徴とする。
【００１２】また、前記導入部を形成する工程として、
少なくとも１つ以上の開口部を有するスリット部を設け
る工程を有することを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付
図面に基づき説明する。
【００１４】図１において、有機ＥＬパネル１は、ガラ
ス基板（支持基板）２と、透明電極（第１電極）３と、
絶縁層４と、有機層５と、背面電極（第２電極）６と、
封止部材７と、第１の配線部８ａと、第２の配線部８ｂ
とから構成されている。
【００１５】ガラス基板２は、長方形形状からなる透光
性の支持基板である。
【００１６】透明電極３は、ガラス基板２上にＩＴＯ等
の透光性の導電材料を蒸着法やスパッタリング法等の手
段によって膜厚５０～２００ｎｍの層状に形成し、フォ
トリソグラフィー法等によって所定の表示意匠に応じて
パターニングしてなるものである。透明電極３は、後で
詳述する第１の配線部８ａと重なる部分を有し、第１の
配線部８ａと電気的に接続される。
【００１７】絶縁層４は、例えばポリイミド系等の絶縁
材料からなり、フォトリソグラフィー法等の手段によっ
て形成される。絶縁層４は、発光領域の輪郭を鮮明に表
示するため、透明電極３の表示部分の周縁と若干重なる
ように形成され、また、透明電極３と背面電極６との絶
縁を確保するために透明電極３と第２の配線部８ｂとの
間を埋めるように配設される。
【００１８】有機層５は、少なくとも発光層を有するも
のであればよいが、本発明の実施の形態においては、正
孔注入層，正孔輸送層，発光層及び電子輸送層を蒸着法
やスパッタリング法等の手段によって順次積層形成し、
膜厚１００～３００ｎｍの層状となるものである。ま
た、有機層５は、透明電極３の表示部分の形成箇所に対
応するように所定の大きさをもって配設される。
【００１９】背面電極６は、アルミニウム（Ａｌ）やア
ルミリチウム（Ａｌ：Ｌｉ）、マグネシウム銀（Ｍｇ：
Ａｇ）等の金属導電材料を蒸着法等の手段によって膜厚
５０～２００ｎｍの層状に形成され、後で詳述する第２
の配線部８ｂと電気的に接続される。
【００２０】以上のように、ガラス基板２上に透明電極
３と絶縁層４と有機層５と背面電極６とを順次積層して
積層体が得られる。
【００２１】封止部材７は、例えばガラス材料からなる
平板部材に凹部をサンドブラスト、切削及びエッチング
等の適宜方法で形成してなるものである。封止部材７
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は、前記凹部を取り囲むようにして形成される支持部を
例えば紫外線硬化性エポキシ樹脂からなる接着剤を介し
ガラス基板２上に気密的に配設することで、封止部材７
とガラス基板２とで積層体８を封止する。封止部材７
は、透明電極３の第１の配線部８ａ及び第２の配線部８
ｂが外部に露出するようにガラス基板２よりも若干小さ
めに構成されている。
【００２２】第１の配線部８ａは、クロム（Ｃｒ）等の
抵抗率の低い金属材料を蒸着法、スパッタリング法等の
手段によって膜厚２００～３００ｎｍの層状に形成し、
フォトリソグラフィー法等の手段によって所定のパター
ニングを行ってなるもので、透明電極３と電気的に接続
されると共に前記積層体に電圧を印可するために外部電
源（図示しない）と電気的に接続される。第１の配線部
８ａは、接着剤９と対向する領域に少なくとも１つ以上
の開口部を有するスリット部からなりガラス基板２の方
向から照射される光を接着剤９へ導くための導入部８ｃ
を有する（図２（ａ））。導入部８ｃはフォトリソグラ
フィー法等の手段によって形成される。また、照射され
る光を接着剤９全体へ導くために、導入部８ｃの前記開
口部は複数形成されることが望ましい。
【００２３】第２の配線部８ｂは、クロム（Ｃｒ）等の
抵抗率の低い金属材料を蒸着法、スパッタリング法等の
手段によって膜厚２００～３００ｎｍの層状に形成し、
フォトリソグラフィー法等の手段によって所定のパター
ニングを行ってなるもので、背面電極６と電気的に接続
されると共に前記積層体に電圧を印可するために前記外
部電源と電気的に接続される。第２の配線部８ｂは、接
着剤９と対向する領域に少なくとも１つ以上の開口部を
有するスリット部からなりガラス基板２の方向から照射
される光を接着剤９へ導くための導入部８ｄを有する
（図２（ｂ））。導入部８ｄはフォトリソグラフィー法
等の手段によって形成される。また、照射される光を接
着剤９全体へ導くために、導入部８ｄの前記開口部は複
数形成されることが望ましい。
【００２４】次に、図３を用いて有機ＥＬパネル１の製
造方法を説明する。
【００２５】先ず、蒸着法もしくはスパッタリング法等
の手段によって、ガラス基板２上に層状の金属層８を形
成する（図３（ａ））。
【００２６】次に、フォトリソグラフィー法等によっ
て、金属層８を所定の形状にパターニングを行い、第１
の配線部８ａと第２の配線部８ｂとを形成する（図３
（ｂ））。このとき、第１の配線部８ａ及び第２の配線
部８ｂには、それぞれ導入部８ｃ，８ｄが形成される。
【００２７】次に、蒸着法もしくはスパッタリング法等
の手段によって、ガラス基板２及び第１の配線部８ａ及
び第２の配線部８ｂ上に層状の透明電極３を形成する
（図３（ｃ））。
【００２８】次に、フォトリソグラフィー法等によっ
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て、透明電極３を所定の表示意匠に応じてパターニング
を行う（図３（ｄ））。このとき、透明電極３は第１の
配線部８ａと重なる部分を有すると共に第２の配線部８
ｂとの間には隙間を有するようにパターニングされる。
【００２９】次に、フォトリソグラフィー法等によって
絶縁層４をガラス基板２，透明電極３，第１の配線部８
ａ及び第２の配線部８ｂ上に形成する。さらに、有機層
５及び背面電極６を順次積層形成し、所定の発光形状の
積層体を得る（図３（ｅ））。このとき、絶縁層４は、
透明電極３と第２の配線部８ｂとの絶縁及び背面電極６
と第１の配線部８ａとの絶縁を確保するように形成され
る。また、背面電極６は、第２の配線部８ｂと電気的に
接続されるように形成される。
【００３０】次に、封止部材７を、前記積層体を取り囲
むようにガラス基板２，第１の配線部８ａ及び第２の配
線部８ｂ上に光反応性接着剤からなる接着剤９を介して
配設すると共に、光を照射して接着剤９を硬化させ、ガ
ラス基板２，第１の配線部８ａ及び第２の配線部８ｂと
封止部材７とを気密的に接着することで有機ＥＬパネル
１を得る（図３（ｆ））。このとき、封止部材７及び接
着剤９は第１の配線部８ａの導入部８ｃ及び第２の配線
部８ｂの導入部８ｄと対向するように配設される。
【００３１】斯かる有機ＥＬパネル１は、第１の配線部
８ａ及び第２の配線部８ｂの接着剤９と対向する領域
に、照射される光を接着剤９に導く導入部８ｃ，８ｄを
それぞれ形成することにより、配線部として抵抗率の低
い金属材料を用いる場合であっても、接着剤を硬化させ
る光を接着剤９に照射することができ、接着剤９を十分
に硬化させることにより封止部材７とガラス基板２とを
気密的に配設することが可能となる。
【００３２】特に、導入部８ｃ，８ｄを少なくとも１つ
以上の開口部を有するスリット部とする場合、前記配線
部の強度を保つと共に接着剤９全体により効率的に光を
照射することができ、接着剤９をより効率的に硬化させ
ることにより封止部材７とガラス基板２との気密性をよ
り向上させることが可能となる。
【００３３】次に、図４を用いて、本発明の他の実施の
形態について説明するが、前述した実施の形態と同一も
しくは相当箇所には、同一符号を付してその詳細な説明
は省く。
【００３４】図４において、有機ＥＬパネル１０は、ガ
ラス基板（支持基板）２と、透明電極（第１電極）１１
ａと、絶縁層４と、有機層５と、背面電極（第２電極）
６と、封止部材７と、第１の配線部１２ａと、第２の配
線部１２ｂとから構成されている。
【００３５】透明電極１１ａは、ガラス基板２上にＩＴ
Ｏ等の透光性の導電材料を蒸着法やスパッタリング法等
の手段によって膜厚５０～２００ｎｍの層状に形成し、
フォトリソグラフィー法等によって所定の表示意匠に応
じてパターニングしてなるものであり、表示部分外の領
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7
域は、後で詳述する第１の配線部１２ａを構成する第１
のベース部となるものである。
【００３６】第１の配線部１２ａは、透明電極１１ａの
表示部分外の領域上にクロム（Ｃｒ）等の抵抗率の低い
金属材料からなる膜厚２００～３００ｎｍの第１の金属
層１３ａを積層して形成されるもので、第１の配線部１
２ａは透明電極１１ａと電気的に接続されると共に透明
電極１１ａ，有機層５及び背面電極６からなる積層体に
電圧を印可するために外部電源（図示しない）と電気的
に接続される。第１の配線部１２ａは、第１の金属層１
３ａの接着剤９と対向する領域に、少なくとも１つ以上
の開口部を有するスリット部からなり、ガラス基板２の
方向から照射される光を接着剤９へ導くための導入部１
３ｃを有する（図５（ａ））。導入部１３ｃはフォトリ
ソグラフィー法等の手段によって形成される。また、照
射される光を接着剤９全体へ導くために、導入部１３ｃ
の前記開口部は複数形成されることが望ましい。
【００３７】第２の配線部１２ｂは、透光性の導電材料
からなる膜厚５０～２００ｎｍの第２のベース部１１ｂ
上にクロム（Ｃｒ）等の抵抗率の低い金属材料からなる
膜厚２００～３００ｎｍの第２の金属層１３ｂを積層し
て形成されるもので、背面電極６と電気的に接続される
と共に前記積層体に電圧を印可するために前記外部電源
と電気的に接続される。第２の配線部１２ｂは、第２の
金属層１３ｂの接着剤９と対向する領域に、少なくとも
１つ以上の開口部を有するスリット部からなりガラス基
板２の方向から照射される光を接着剤９へ導くための導
入部１３ｄを有する（図５（ｂ））。導入部１３ｄはフ
ォトリソグラフィー法等の手段によって形成される。ま
た、照射される光を接着剤９全体へ導くために、導入部
１３ｄの前記開口部は複数形成されることが望ましい。
【００３８】次に、図６を用いて有機ＥＬパネル１０の
製造方法を説明する。
【００３９】先ず、蒸着法もしくはスパッタリング法等
の手段によって、ガラス基板２上に層状の透明電極層１
１を形成する（図６（ａ））。
【００４０】次に、蒸着法もしくはスパッタリング法等
の手段によって、透明電極層１１上に層状の金属層１３
を形成する（図６（ｂ））。
【００４１】次に、フォトリソグラフィー法等によっ
て、金属層１３を所定の形状にパターニングを行い、第
１の金属層１３ａと第２の金属層１３ｂとを形成する
（図６（ｃ））。このとき、第１の金属層１３ａと第２
の金属層１３ｂとには、それぞれ導入部１３ｃ，１３ｄ
が形成される。
【００４２】次に、フォトリソグラフィー法等によっ
て、透明電極層１１を所定の表示意匠に応じてパターニ
ングを行う。透明電極層１１は、前記第１のベース部と
一体形成される透明電極１１ａと、第２のベース部１１
ｂとに分割形成される（図６（ｄ））。このとき、透明

8
電極１１ａの発光部分外の領域と第１の金属層１３ａと
によって第１の配線部１２ａが形成され、第２のベース
部１１ｂと第２の金属層１３ａによって第２の配線部１
２ｂが形成される。
【００４３】次に、フォトリソグラフィー法等によって
絶縁層４をガラス基板２，透明電極１１ａ，第１の金属
層１３ａ及び第２の金属層１３ｂ上に形成する。さら
に、有機層５及び背面電極６を順次積層形成し、所定の
発光形状の積層体を得る（図６（ｅ））。このとき、絶
縁層４は、透明電極１１ａと第２の配線部１２ｂとの絶
縁及び背面電極６と第１の配線部１２ａとの絶縁を確保
するように形成される。また、背面電極６は、第２の配
線部１２ｂと電気的に接続されるように形成される。
【００４４】次に、封止部材７を、前記積層体を取り囲
むようにガラス基板２，第１の金属層１３ａ及び第２の
金属層１３ｂ上に光反応性接着剤からなる接着剤９を介
して配設すると共に、光を照射して接着剤９を硬化さ
せ、ガラス基板２，第１の配線部１２ａ及び第２の配線
部１２ｂと封止部材７とを気密的に接着することで有機
ＥＬパネル１０を得る（図６（ｆ））。このとき、封止
部材７及び接着剤９は第１の金属層１３ａの導入部１３
ｃ及び第２の金属層１３ｂの導入部１３ｄと対向するよ
うに配設される。
【００４５】斯かる有機ＥＬパネル１０は、第１の配線
部１２ａを構成する第１の金属層１３ａ及び第２の配線
部１２ｂを構成する第２の金属層１３ｂの接着剤９と対
向する領域に、照射される光を接着剤９に導く導入部１
３ｃ，１３ｄをそれぞれ形成することにより、透光性の
導電材料からなるベース部上に抵抗率の低い金属材料か
らなる金属層を積層することによって配線部を形成する
場合であっても、接着剤を硬化させる光を接着剤９に照
射することができ、接着剤９を十分に硬化させることに
より封止部材７とガラス基板２とを気密的に配設するこ
とが可能となる。
【００４６】特に、導入部１３ｃ，１３ｄを少なくとも
１つ以上の開口部を有するスリット部とする場合、前記
配線部の強度を保つと共に接着剤９全体により効率的に
光を照射することができ、接着剤９をより効率的に硬化
させることにより封止部材７とガラス基板２との気密性
をより向上させることが可能となる。
【００４７】尚、本発明の実施の形態において、導入部
８ｃ，８ｄ及び導入部１３ｃ，１３ｄを構成するスリッ
ト部が有する開口部は長方形形状となる構成であった
が、前記開口部は光が接着剤全体に照射される形状であ
れば良く、円形、楕円形等の形状となる構成であっても
良い。
【００４８】また、本発明の実施の形態において、導入
部８ｃ，８ｂ及び導入部１３ｃ，１３ｄは少なくとも１
つ以上の開口部を有するスリット部となる構成であった
が、請求項１，請求項２，請求項４，及び請求項５に記
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載の本発明においては、導入部の構成は本発明の実施の
形態に限定されるものではない。
【００４９】また、本発明の実施の形態において、第１
の配線部８ａ及び１３ａ，第２の配線部８ｂ及び１３ｂ
はガラス基板２上の異なる側面に形成される構成であっ
たが、第１の配線部と第２の配線部とは１つの側面に集
中的に形成される構成であっても良い。
【００５０】また、本発明の実施の形態において、透明
電極１１ａは透明電極と第１の配線部を構成する第１の
ベース部とを一体形成してなる構成であったが、請求項
２，請求項３，請求項５及び請求項６に記載の本発明に
おいては、前記透明電極と前記第１のベース部とは、そ
れぞれ分割形成される構成であっても良い。
【００５１】
【発明の効果】本発明は、少なくとも発光層を有する有
機層を第１電極と第２電極とで挟持した積層体を透光性
の支持基板上に配設し、前記積層体を気密的に覆うよう
に光反応性接着剤を介して前記支持基板に封止部材を配
設してなる有機ＥＬパネルであって、抵抗率の低い金属
材料からなり前記第１，第２電極と外部電源とをそれぞ
れ電気的に接続する配線部と、この配線部の前記接着剤
と対向する領域に形成され前記接着剤に照射される光を
前記接着剤へ導く導入部と、を備えてなることを特徴と
するものであり、電圧印加のために外部電源と第１，第
２電極とを電気的に接続する配線部として、抵抗率の低
い金属材料を用いる場合であっても、接着剤を十分に硬
化させ、封止部材と支持基板とを気密的に配設すること*
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*が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態である有機ＥＬパネルを
示す模式断面図。
【図２】  同上の有機ＥＬパネルの配線部を示す図。
【図３】  同上の有機ＥＬパネルの製造方法を示す模式
断面図。
【図４】  本発明の他の実施の形態である有機ＥＬパネ
ルを示す模式断面図。
【図５】  同上の有機ＥＬパネルの配線部を示す図。
【図６】  同上の有機ＥＬパネルの製造方法を示す模式
断面図。
【符号の説明】
１，１０  有機ＥＬパネル
２  ガラス基板（支持基板）
３，１１ａ  透明電極（第１電極）
４  絶縁層
５  有機層
６  背面電極（第２電極）
７  封止部材
８ａ，１２ａ  第１の配線部
８ｂ，１２ｂ  第２の配線部
８ｃ，８ｄ，１３ｃ，１３ｄ  導入部
９  接着剤
１１ｂ  第２のベース部
１３ａ  第１の金属層
１３ｂ  第２の金属層

【図１】 【図２】

【図４】 【図５】
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